
予定価格 契約金額 落札率
再就職の
役員の数

（円） （円） （％） （人） 公益法人の区分
国所管、都道府
県所管の区分

応札・応募者
数

1

阿倍野公共職業安
定所、ハローワー
ク阿倍野就職支援
センター及びあべ
の・わかものハ
ローワーク建物賃
貸借変更契約

支出負担行為
担当官大阪労
働局総務部長
村松　達也
大阪市中央区
大手前４－１
－６７

H25.7.1

㈱きんえい
大阪市阿倍野区
阿倍野筋１－５
－１

別紙１のとおり 11,947,868 3,778,076 31.6% - - - -

2

平成２５年度労働
基準監督官採用試
験第２次試験にか
かる身体検査業務
委託

支出負担行為
担当官大阪労
働局総務部長
村松　達也
大阪市中央区
大手前４－１
－６７

H25.7.3

一般社団法人オ
リエンタル労働
衛生協会
大阪市中央区久
太郎町１－９－２
６

別紙２のとおり ＠1,650ほか ＠1,200ほか 72.7%ほか - - - -

単価契約
予定調達
総額

1,343,233
円

3

阿倍野公共職業安
定所外２施設にお
ける職業訓練シス
テム移設作業

支出負担行為
担当官大阪労
働局総務部長
村松　達也
大阪市中央区
大手前４－１
－６７

H25.7.19

シャープビジネ
スソリューション
㈱パブリックシス
テム事業統轄部
大阪市阿倍野区
長池町２２－２２

別紙３のとおり 1,775,550 1,754,550 98.8% - - - -

備　　考

公共調達の適正化に基づく随意契約に係る情報の公表（物品役務等）
及び公益法人に対する支出の公表・点検の方針について（平成２４年６月１日行政改革実行本部決定）に基づく情報の公開

物品役務等の名称及
び数量

契約締結日
契約の相手方の商
号又は名称及び住
所

随意契約によるこ
ととした会計法令
の根拠条文及び
理由（企画競争又
は公募）

契約担当官等の
氏名並びにその
所属する部局の
名称及び住所

公益法人の場合



別紙１

契約件名及び数量
阿倍野公共職業安定所、ハローワーク阿倍野就職支援センター及び
あべの・わかものハローワーク建物賃貸借変更契約

随意契約によることとした
理由

阿倍野公共職業安定所及びハローワーク阿倍野就職支援センター
は、庁舎建替えのため平成22年からあべのルシアスに仮設置し、あ
べの・わかものハローワークについても、利用者の利便性・交通アク
セス・集客力や業務運営を円滑に行える基準面積を考慮したうえで、
候補地周辺に使用可能な既存の公有建物がなく、賃貸料が周辺の
物価価格より同等以下であったため、平成２４年１０月に同ビルへ設
置した。
今般、阿倍野公共職業安定所及びハローワーク阿倍野就職支援セ
ンターの新庁舎が完成したため、阿倍野公共職業安定所及びハロー
ワーク阿倍野就職支援センターは新庁舎へ移転することとなったが、
阿倍野公共職業安定所の職業紹介等の一部業務は継続してあべの
ルシアスで行うこととなった。
よって、契約の目的物が代替性のない特定の位置、構造又は性質
のものであり、会計法第29条の３第４項の「契約の性質又は目的が
競争を許さない場合」として、引き続き同一ビルにより随意契約を行
うこととした。

競争性のある契約方式へ
の移行が困難な事由

上記理由のため競争性のある契約方式への移行は不可能

随意契約の見直し予定、
競争性のある契約方式へ

の移行予定年限
移行予定なし

備考



別紙２

契約件名及び数量
平成２５年度労働基準監督官採用試験第２次試験にかかる身体検
査業務委託

随意契約によることとした
理由

当該業務委託については、身体検査の対象者数及び検査項目等の
仕様が判明するのが労働基準監督官試験第１次試験合格発表日で
ある平成２５年７月２日であり、業務委託実施日である同月１７，１８
日まで約２週間程度しかなく、一般競争入札の方法によることができ
ないため、会計法第２９条の３第４項の「緊急の必要により競争に付
することができない場合」として随意契約を行うこととした。

競争性のある契約方式へ
の移行が困難な事由

上記理由のため競争性のある契約方式への移行は不可能

随意契約の見直し予定、
競争性のある契約方式へ

の移行予定年限
移行予定なし

備考



別紙３

契約件名及び数量
阿倍野公共職業安定所外２施設における職業訓練システム移設作
業

随意契約によることとした
理由

本契約にかかる移設作業については、システムの解体・再設定作
業・動作確認である。設定作業については、サーバーとのネットワー
クの共有が不可欠である。しかし、システムの構築部分については、
上記業者が独自で開発したものであり、著作権についても上記業者
が所有している。
　システム環境を維持させるためにも、著作権を所有している業者以
外に作業させることは不可能であり、契約の性質が競争を許さないこ
とから、会計法第２９条の３第４項に該当するものである。

競争性のある契約方式へ
の移行が困難な事由

上記理由のため競争性のある契約方式への移行は不可能

随意契約の見直し予定、
競争性のある契約方式へ

の移行予定年限
移行予定なし

備考


